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最終合意書の概要 
 
前文 

 ・ 志津霊園（本昌寺）墓地移転問題の解決及び佐倉都市計画道路勝田台・長熊

線の早期開通を図るため、本昌寺の名と責任において、株式会社大林組に対し

墓地造成工事を依頼し、その工事を完成させることを前提に最終合意する。 
 ・ 最終合意書は、双方が問題解決のために互譲した和解なので、市においては

和解の議会議決、本昌寺において責任役員会の議決等をそれぞれ完了した場合

に発効する。 
 
第１条・第２条（基本事項） 

 ・ 都市計画道路勝田台・長熊線の早期開通のため、相互に協力し、誠実に対応

する。 
 ・ 志津霊園に存在する本昌寺墓地及び建物等の物件を移転代替地に移転させる

事業を、相互の協力のもとで完了させることに合意する。 
 ・ 平成１５年５月２３日に締結した基本合意書の合意事項について、承継する

ことに合意する。 
 
第３条（市の履行すべきこと） 

 ・ 移転代替地造成工事を完了させるため、造成工事費相当額を支払う。 
 ・ 本昌寺が所有する墓地及び建物等の物件について移転補償費を支払う。 
 
第４条（本昌寺の履行すべきこと） 

 ・ 移転代替地造成工事を平成２５年３月末までに、移転事業を平成２７年３月

末までに完了させる。なお、移転事業に必要とされる一切の行為・手続は本昌

寺が行い、市は可能な範囲内で協力する。 
 
第５条（代替地造成工事） 

 ・ 移転代替地造成工事の着工時期について、平成２２年２月を目途とすること

に合意する。 
 ・ 移転代替地の土砂について土質等の調査を実施した結果、有害物質が発見さ

れたときは、別途協議するものとする。 
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第６条（本昌寺所有物件の補償） 

 ・ 本昌寺の所有する物件の補償費については、平成２１年度の補償基準及び単

価を用いて算定する。 
 ・ 本昌寺の所有する物件の補償費については、算定基準日を平成２１年８月１

日とし、以後に増加した物件については、本昌寺合祀墓に新たに収蔵された霊

体を除き、補償の対象としない。 
 
第７条（支出額） 

 ・ 造成工事費相当額は、７億３０００万円とする。 
 ・ 本昌寺の所有する物件の補償費は、１億１６９万９８３０円及び合祀墓霊体

増分とする。 
 
第８条（墓地使用者への補償） 

 ・ 墓地使用者墓地の物件移転に係る補償費について次の事項を確認する。 
  ① 補償額は、志津霊園から移転代替地への移転費用として算定する。 
  ② 永代使用権は補償費算定の対象とならない。 
 
第９条（移転反対者への対応） 

 ・ 移転反対の墓地使用者への対応については相互に協力する。 
 
第１０条（過去の清算） 

 ・ 志津霊園墓地移転対策協力会については、現時点では実態としては自然消滅

していることを相互に確認し、必要な場合には、協力して組織を解消させる手

続等を行う。 
 ・ 移転事業に関して、市と協力会が締結した昭和６３年６月１５日付け「費用

負担協定書」及び同月２７日付け「合意書」については、最終合意書の締結に

より失効するものであることを合意する。 
 ・ 基本合意書に基づき本昌寺から市へ返還された１億５０００万円の最終処理

の解決金として、１０００万円を平成２５年３月末までに本昌寺から市に支払

う。 
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第１１条（賠償の予定） 

 ・ 市と本昌寺とは、本合意により定められた各々の義務を誠実に順守すること

とし、これに反して履行がなされない場合には、移転事業を中止し、原因者に

対して損害賠償を請求することができる。 
 
第１２条（細目書） 

 ・ 最終合意書の細部については「細目書」で定める。 
 
第１３条（訴訟提起前の和解） 

 ・ 市と本昌寺とは、それぞれの義務の履行を確保すべく、最終合意書の趣旨に

沿った、民事訴訟法第２７５条が規定する「訴訟提起前の和解」を行う。 
 
細目書第１条（移転代替地造成工事） 

 ・ 造成工事費相当額は、移転代替地造成工事の既済割合に応じ、その既済部分

の確認後に支払う。ただし、東日本建設業保証株式会社による前払金の保証が

付された場合は２億円の前払金相当額を支払う。 
 ・ 支払時期については、各年度につき１回、原則として各年度末に支払う。 
 ・ 移転代替地造成工事が完了した段階では、造成工事費相当額の１０分の９を

限度として支払い、志津霊園内の本昌寺土地が更地の状態となった後に、残り

１０分の１を支払う。 
 ・ 市は、前払金相当額金２億円の支払いを行う場合は、東日本建設業保証株式

会社から本昌寺が受け取るべき保証金等について質権を設定する。 
 ・ 本昌寺は、志津霊園内本昌寺土地や移転代替地に隣接・近接する地権者等と

の紛争を自らの責任と費用において解決する。なお、市は、必要に応じ、可能

な範囲内で協力する。 
 ・ 本昌寺は、移転代替地造成工事の完了を市が確認した後に、移転工事に着手

する。 
 
細目書第２条（本昌寺所有物件の補償） 

 ・ 本昌寺の所有する物件の補償費は、移転工事の着手時と完了後、それと志津

霊園内の本昌寺土地が更地の状態となった後の３回に分け、工事着手時には４

５７０万円を、工事完了後に金４５８０万円を、更地状態の後に残額を支払う。 
 ・ 補償額明細などについては、別途協定書を締結する。 
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細目書第３条（墓地使用者所有物件の補償） 

 ・ 墓地使用者の墓地区画内の物件移転に係る補償費については、算定基準日を

平成２１年８月１日とする。 
 ・ 算定基準日の翌日以降、墓地区画の新規使用が行われたものについては、そ

の墓地区画の移転に係る事務・補償費は、本昌寺が一切を負担する。 
 ・ 本昌寺墓地外へ移転する日までの間に増加した霊体については、改葬費・祭

し料を市が補償する。 
 ・ 算定基準日の翌日以降、墓地区画内における物件（霊体を除く。）の増加によ

り、新たに発生する移転費用については、本昌寺の負担とする。 
 
細目書第４条（委任状提出者） 

 ・ 既に委任状提出済である墓地使用者についての補償契約は、平成２２年３月

末までに締結する。 
 ・ 最終合意後に委任状が提出される墓地使用者についての補償契約は、委任状

が提出された後速やかに締結する。 
 ・ 行方不明者の補償契約は、本昌寺が市と締結する。 
 ・ 委任状提出者・行方不明者に係る補償契約は、墓地使用者の墓地区画ごとに

締結し、その概要は、次のとおり。 
  ① 補償費の算定については、委任状提出済・行方不明者は平成２１年度の、

最終合意後に委任状が提出者される墓地使用者は契約時の補償基準及び単価

を用いて算定する。 
  ② 補償費の支払いは、当該墓地区画の移転工事につき、着手時・完了後の２

回に分け、着手時に補償費の２分の１を、完了後に残額を支払う。なお、支

払の際、墓地使用者に補償金内訳書を交付する。 
 
細目書第５条（代理受領等の予定） 

 ・ 代替地造成工事費相当額・本昌寺所有物件の補償費について、移転事業が円

滑に行われるよう、代理受領等を行う。 
 
細目書第６条（財産処分・墓地廃止） 

 ・ 本昌寺は、市の指示に従い、志津霊園内本昌寺土地の財産処分手続を行う。 
 ・ 本昌寺は、財産処分手続・墓地移転が完了したときは、完了後１箇月以内に

本昌寺墓地の経営廃止手続を行う。 
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細目書第７条（収用等を行う場合） 

 ・ 志津霊園内本昌寺所有地の全部又は一部への土地収用等により、本昌寺・墓

地使用者等に市が補償を行う場合、その補償に所有権・永代使用権など、土地

（志津霊園内本昌寺所有地）に関する権利の補償が含まれているときは、本昌

寺は、その含まれる権利補償相当額を市に支払う。 
 ・ 移転反対の墓地使用者への対応に関して、市が移転代替地を確保する必要が

あり、市から本昌寺に移転代替地の確保の依頼があったときは、本昌寺は、市

に無償で、下志津・畔田の墓地用地に移転代替地を確保し、提供する。 
 
細目書第８条（訴訟等が提起された場合） 

 ・ 移転事業等に関して、市又は本昌寺に対して訴訟が提起された場合には、被

告となったものがそれぞれ自己の費用において、その解決を図る。 


